
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

女性のための相談 
毎週 水曜日 午前９時～正午 予約優先 

電話相談可 毎週 金曜日 午後１時～４時 

女性弁護士による 

法律相談 
毎月 第１ 金曜日 

午前１０時～正午 要予約 

面談 午後１時～３時 

男性のための相談 毎月 第２ 木曜日 午後５時～７時 
予約優先 

電話相談可 

メンタルヘルス相談 

（男女共） 

毎月 第３ 木曜日 午前１０時～正午 要予約 

面談     第４ 火曜日 午後１時～４時 

人権相談 
毎月２回 ※詳しくは、名張市人権センター（☎６３-００１８）へお問い合わせ下さい。 

 

要予約 

面談 
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ご意見・ご感想をお聞かせください。 

☆近鉄名張駅東口を出て、市役所方面へ徒歩 5分 

 

名張市男女共同参画センター 
 

三重県名張市希央台 

５番町１９番地 

Navarie2 階 

名張市市民情報交流センター内 

 

Tel  0595-63-5336 

Fax   0595-63-5326 

e-mail danjo-center@emachi-nabari.jp 

http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/ 

ご意見・ご感想をお聞かせください。 

 
    相談室よりお知らせ 

2018 年 4 月より女性のための相

談日程が変更になります。 

（4 月 18 日より相談を始めます） 

☆毎週水曜日  9：00～12：00 

☆毎週金曜日 13：00～16：00 

 

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

女性のための相談

9：00～12：00

6 7 8 9 10 11 12
人権相談 男性のための相談 女性弁護士

13：30～16：00 17：00～19：00 による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00

13 14 15 16 17 18 19
人権相談 メンタルヘルス相談

13：30～16：00 10：00～12：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00

20 21 22 23 24 25 26
メンタルヘルス相談

13：00～1６：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00

27 28 29 30 31

女性のための相談

9：00～12：00

☆女性のための相談５月4日は、祝日のため相談はありません。

休館日

休館日

予約電話
６３－５３３６

☆女性弁護士による法律相談は５月4日ですが、祝日のため5月11日に変更になります。

休館日

休館日

名張市男女共同参画センター

 
 去る 3 月 5 日、経団連ホール（東京都千代田区）において、「輝く女性の活躍を加速する男性

リーダーの会」行動宣言の賛同者ミーティングが開催され、行動宣言に賛同された男性リーダー

や、男性リーダーの所属組織で活躍される女性ら約 130 名が参加しました。 

 まず、「Change, or Die！～女性活躍を加速する男性リーダーとは～」と題し、カルビー株式

会社代表取締役会長兼 CEO 松本晃さんの基調講演が行われました。 

「環境が大きく変わり、ゲームそのものが変わった今、企業も変革をしなければ生き残れない。

変革とは、”既得権”すなわち金、権力、地位を奪うことであり、抵抗勢力は強い。だからこそ、

トップにしかできないし、断行しなければならない」 

「女性活躍はトップのコミットメントとゴールセッティングが成功のカギ。女性を偉くしように

も人がいない、女性は偉くなりたがらない、というのは真っ赤な嘘。日本人・男・シニア・有名

大卒の人員だけでは、会社は立ち行かない。Just Do It、やるっきゃない！」 

という、力強いメッセージがありました。 

その後、「女性の役員・管理職の育成と登用」「男性の働き方・暮らし方の変革」「地域連携・他

社連携」「無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）」という 4 つのテーマに分かれ、分科会（意

見交換）が実施されました。 

そもそも、輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会とは？ 

 始まりは平成 26年 3月 28日、各地域、各分野で、輝く・輝こうとする女性たちを応援していこう

とするムーブメントがスタートしました。行動宣言策定メンバーによるミーティングを重ね、同 6月

27日に行動宣言が公表されました。「①自ら行動し、発信する」「②現状を打破する」「③ネットワー

キングを進める」という三本柱で、女性活躍の加速に想いを持つ男性リーダーが、様々な女性の威容

を高め、その持てる能力を最大限発揮できるよう、自ら取り組むことを表明するものです。 

４月はAV 出演強要・「JK ビジネス」等被害防止月間です！ 

近年、アダルトビデオ（AV）出演強要問題や、「ＪＫビジネス」と呼ばれる営業により若年層

の女性に対する性的な暴力に係る問題は深刻な状況となっております。こうした問題は、被害者

の心身に深い傷を残しかねない重大な人権侵害であり、女性活躍の前提となる安全で安心な暮

らしの基盤を揺るがす問題です。 

政府では、平成 29 年 5 月の関係府省対策会議においてとりまとめた今後の対策において、

特に年度当初は、進学、就職等に伴い若者の生活環境が大きく変わる時期であり、 

こうした被害に遭うリスクが高まることも予想されることから、4 月を被害防止 

月間と位置づけ、関係府省が相互に連携しつつ、政府一体となって必要な取組み 

を集中的に実施しています。 

詳しくはこちら http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/avjk_monthly.html 

（内閣府男女共同参画局ホームページ） 

mailto:danjo-center@emachi-nabari.jp
http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/avjk_monthly.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：１．都道府県ごとの政治分野における女性の参画状況について示すべく、47 都道府県の形を簡略化したもの 

  ２．各項目に〔 〕で付している数値は前年版のもの 

沖縄県 

 

滋賀県 

 

岐阜県 

 

静岡県 

 
神奈川県 

 

東京都 

 

埼玉県 

 

宮城県 

 

福岡県 

 

北海道 

 

茨城県 

 

福島県 

 

青森県 

 

秋田県 

 

栃木県 

 

長崎県 

 

山形県 

 

愛知県 

 

富山県 

 

石川県 

 群馬県 

 

新潟県 

 

       「国際女性デー」 

国際女性デー（3 月 8日）は、社会的、経済的、文化

的、政治的な女性の成功を讃える国際的な記念日で、男

女共同参画推進を訴える日でもあります。 

 1904 年 3 月 8 日にアメリカ・ニューヨークで 

婦人参政権を求めたデモが起源となり、1910 年の

コペンハーゲンでの国際社会主義会議にて「女性の

政治的自由と平等のために戦う日」と提唱したこと

から始まりました 

 その後、国連は 1975 年の国際婦人年において、 

3 月 8 日を『国際女性デー（ International 

Women′s Day）』と制定しました。 

 以後、これまでの前進を振り返り、変革を呼びか

け、国や社会の歴史上すばらしい役割を果たした一

般の女性たちの勇気と決断を称える日として、世界

各地でそれぞれの国の歴史に応じて、様々な働き       

 かけが行われています。 

佐賀県 

 

山口県 

 

宮崎県 

 

三重県 

 

長野県 

 

岩手県 

 

熊本県 

 

高知県 

 

島根県 

 

愛媛県 

 

鳥取県 

 

鹿児島県 

 

広島県 

 

兵庫県 

 

山梨県 

 

千葉県 

 

岡山県 

 

和歌山県 

 

福井県 

 

奈良県 

 

大阪府 

 

京都府 

 

香川県 

 

徳島県 

 

大分県 

 

 「女性初の護衛隊司令が着任」 

 2018 年 3 月 6 日、海上自衛隊の東良子 1

等海佐が、横須賀基地の第 1 護衛隊司令に着

任しました。「重い職責を担い、身の引き締ま

る思い。女性として意識はしていないが、（女

性自衛官の）目標となれるよう精進したい」と

語られました。 

 

 

       三重県内企業初 

「えるぼし」認定 
  介護事業「ウェルフェア三重」は、 

 女性活躍推進への取り組が優良な 

企業として、厚生労働大臣から「える

ぼし」の認定を受けました。 

同社は、特別養護老人ホームなど市内外に 11 施

設を運営し、施設長などの管理職に占める女性の割

合は、業界の平均を上回る 46.2％です。残業時間

や継続勤務年数など、評価項目全てで基準を満た

し、3 段階あるえるぼしの最高位 3 ツ星に認定さ

れました。 

☆「えるぼし」とは 

平成 28 年に始まった認定制度。男女の採用比率

や女性管理職割合、労働時間などの働き方といった 

5 項目で評価されます。 

総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党別人員調」より作成（平成 28 年 12 月 31 日現在） 

   

都道府県議会議長は平成 29 年 11月 1 日現在（全国都道府県議会議長会調べ） 

市区議会議長は平成 28 年 12月 22 日現在（全国市議会議長会調べ） 

町村議会議長は平成 28 年 7 月 1 日現在（全国町村議会議長会調べ） 

内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推

進状況」（平成 29 年 4 月 1 日現在） 


